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判          決 

主 文 

１ 被告らは，原告Ａに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，連帯して，３３万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 5 

２ 被告らは，原告Ｂに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，連帯して，３３万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告らは，原告Ｃに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，連帯して，３３万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済み10 

まで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は，これを８５分し，その８４を原告らの負担とし，その余を，被

告（選定当事者）らについては各選定者のために，被告らの負担とする。 

６ この判決は，１項ないし３項に限り，仮に執行することができる。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

（主位的請求） 

１ 被告らは，原告Ａに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，連帯して，５５０万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済20 

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告らは，原告Ｂに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，連帯して，５５０万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告らは，原告Ｃに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため25 

に，連帯して，５５０万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済
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みまで年５分の割合による金員を支払え。 

（予備的請求） 

１ 被告らは，原告Ａに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，各５５万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 5 

２ 被告らは，原告Ｂに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，各５５万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

３ 被告らは，原告Ｃに対し，被告（選定当事者）らについては各選定者のため

に，各５５万円及びこれに対する平成３０年３月２２日から支払済みまで年５10 

分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，弁護士である原告らが，被告ら及び選定者ら（以下，併せて単に

「被告ら」という。）が原告らの所属する弁護士会に対して行った，原告らを

対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり，不法行為に当たるとして， 15 

⑴ 主位的に，被告らの行為が共同不法行為に当たるとして，被告らに対し，

連帯して，各原告につきそれぞれ慰謝料５００万円及び弁護士費用５０万円

並びにこれらに対する平成３０年３月２２日（不法行為の後の日）から支払

済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払 20 

⑵ 予備的に，被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に，被告

らそれぞれに対し，各原告につきそれぞれ慰謝料５０万円及び弁護士費用５

万円並びにこれらに対する平成３０年３月２２日（不法行為の後の日）から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払 

を求める事案である。 25 

２ 前提事実（証拠を掲記していない事実はいずれも当事者間に争いがないか，
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弁論の全趣旨により容易に認められる。） 

  ⑴ 当事者 

ア 原告らは，いずれも，札幌弁護士会に所属する弁護士である。 

イ 被告らは，いずれも，札幌弁護士会に対し原告らを対象として弁護士

法５８条１項に基づく懲戒請求を行った者である（以下，被告Ｄ，同Ｅ，5 

同Ｆ，同Ｇ，同Ｈ及び同Ｉの６名を併せて「被告Ｄら」といい，被告

（選定当事者）Ｊ，同Ｋ，同Ｌ及び同Ｍの４名を併せて「被告Ｊら」と

いう。）。 

⑵ 日本弁護士連合会会長Ｎは，平成２８年７月２９日付けで，「朝鮮学校に

対する補助金停止に反対する会長声明」（以下「本件声明」という。）を発10 

出した（甲１）。 

⑶ 原告らを含む７名の弁護士は，平成２９年９月２５日，任意団体Ｃ．Ｒ．

Ａ．Ｃ（Ｃｏｕｎｔｅｒ－Ｒａｃｉｓｔ Ａｃｔｉｏｎ Ｃｏｌｌｅｃｔｉ

ｖｅ，対レイシスト行動集団。以下「本件団体」という。）の代理人として，

ツイッタージャパン社に対し，同社が本件団体のツイッターアカウントをロ15 

ックしたことについて，そのロックの解除等を求める内容証明郵便を送付し，

その旨が本件団体のホームページに掲載された（甲５）。 

⑷ 同月２９日，「余命三年時事日記」と題するブログ（以下「本件ブログ」

という。）において，「第六次告発が確定した。」「懲戒請求にしても告発

にしても，無理することはない。できることはやる。できないことはしない20 

ということで是々非々に対応されたい。」などとして，原告らを含む多数の

者に対する懲戒請求や告発を暗に呼びかける投稿がされた（甲６）。 

⑸ 被告らを含む９６０名（以下「被告ら９６０名」という。）は，本件ブロ

グによる上記⑷の呼びかけに応じ，本件ブログの運営者から提供された，原

告らを懲戒請求する旨の懲戒請求書の書式（甲１４。以下「本件懲戒請求書25 

書式」という。）を用いて，同年１０月頃から同年１２月頃にかけて，札幌
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弁護士会に対し，原告らについて弁護士法５８条１項に基づく懲戒請求を行

った（以下，被告ら以外の者が行ったものも含め，まとめて「本件懲戒請求」

という。）。 

本件懲戒請求書書式は，懲戒請求者欄の署名押印部分及び日付欄以外は不

動文字で記載され，懲戒事由として次の記載がされていた。 5 

「懲戒事由 

日本弁護士連合会会長 Ｎ名義で発出された，違法である朝鮮人学校補助

金支給要求声明に賛同し，その要求活動の実現を推進する行為は，傘下弁護

士の確信的犯罪行為である。 

また，任意団体「Ｃｏｕｎｔｅｒ－Ｒａｃｉｓｔ Ａｃｔｉｏｎ Ｃｏｌ10 

ｌｅｃｔｉｖｅ」（対レイシスト行動集団。「Ｃ．Ｒ．Ａ．Ｃ」のツイッタ

ージャパンに対する通知書代理人については国際テロリストとして告発され

ている弁護士が含まれており，公序良俗に反する品行のみならず，テロ等準

備罪に抵触する可能性まであると思量する。 

一般国民として看過できるレベルをこえているので，ここに理由と説明を15 

添えて懲戒請求するものである。                   」 

被告らは，本件懲戒請求書書式に，各々懲戒請求者欄に署名押印して，本

件ブログ運営者の指定先に郵送し，懲戒請求書は同指定先において被告ら以

外の者らが送付した懲戒請求書とともに取りまとめられ，被告ら９６０名分

が一括して札幌弁護士会に提出された（以下，まとめて「本件各懲戒請求書」20 

という。）。 

（甲１４，２２） 

⑹ 平成３０年３月２２日付けで，札幌弁護士会から，原告らに対し，本件懲

戒請求の調査開始通知書が送付された（甲１５～１７）。 

⑺ 平成３０年４月２３日付けで，原告らは，札幌弁護士会に対し，本件懲戒25 

請求に対する弁明書を提出した（甲１１～１３）。 
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⑻ 平成３０年５月２３日付けで，札幌弁護士会綱紀委員会は，本件懲戒請求

について，原告らにつき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とす

る旨の議決をし，同年６月２９日付けで，札幌弁護士会は，原告らをいずれ

も懲戒しない旨決定した（甲１９の１～２１の２）。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 5 

⑴ 本件懲戒請求は被告らの共同不法行為に当たるか 

（原告の主張） 

ア 弁護士法５８条１項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く

場合において，請求者が，そのことを知りながら又は通常人であれば普通

の注意を払うことによりそのことを知り得たのに，あえて懲戒を請求する10 

など，懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認め

られるときには，違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが

相当である（最高裁平成１９年４月２４日第三小法廷判決・民集６１巻３

号１１０２頁。以下「平成１９年最判」という。）。 

本件懲戒請求では，懲戒事由として，①原告らが，違法な朝鮮人学校補15 

助金支給要求声明に賛同，容認し，その活動を推進したこと，②原告らが，

国際テロリストとして告発されている弁護士とともに本件団体の代理人と

なり，ツイッタージャパン社に対し本件団体のツイッターアカウントの凍

結に抗議する内容証明郵便を送付したことは公序良俗に反する行為であり，

テロ等準備罪に抵触する可能性もあることなどを挙げているが，いずれも20 

事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり，かつ，被告らはその

ことを知っていたか，または通常人であれば普通の注意を払えば知り得た。 

したがって，本件懲戒請求を構成する各懲戒請求はそれぞれ単独で不法

行為に当たる。 

イ 本件懲戒請求につき，懲戒請求書の文面が同一であること，全ての懲戒25 

請求書が取りまとめられた上で一括して送付されていることからすれば，
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本件懲戒請求につき，各懲戒請求間に客観的関連共同性が認められる。 

また，被告ら９６０名が相互に氏名等を認識していなかったとしても，

被告らは本件ブログの閲覧や書き込みを通じて本件懲戒請求を行うことを

共謀したと評価できるから，主観的関連共同性も認められる。 

本件懲戒請求は，本件ブログの呼びかけに基づき，人種差別的意図をも5 

って，多数人で懲戒請求を行うことにより対象弁護士に大きな脅威を感じ

させる効果を企図して行われた。これらによれば，懲戒請求者全員が，本

件懲戒請求によって生じた損害の全部について連帯して責任を負うべきで

ある。 

（被告Ｄらの主張） 10 

ア 本件懲戒請求に関する不法行為の成否について，原告らが主張する平成

１９年最判における基準は，最高裁平成２３年７月１５日第二小法廷判

決・民集６５巻５号２３６２頁（以下「平成２３年最判」という。）によ

って，実質的に変更されているため，本件懲戒請求が不法行為に当たるか

を判断するに際しては，平成２３年最判の基準に従うべきである。したが15 

って，原告らの負担する精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度内である

場合には，不法行為に当たらないと解すべきであるところ，本件において，

原告らが被った負担は受忍限度の範囲内であるから，本件懲戒請求は不法

行為に当たらない。 

イ 被告Ｄらは，それぞれ個別に，本件懲戒請求の内容に共感して懲戒請求20 

書を送付したにすぎず，本件ブログの閲覧や書き込みを通じて人種差別的

な意図に基づき本件懲戒請求を行うことを共謀したという事実はない。被

告Ｄらに，他の本件ブログ閲覧者らと共同して本件懲戒請求を行うという

意識はなく，主観的関連共同性は認められない。また，本件各懲戒請求書

は本件ブログを介して札幌弁護士会に送付されているが，これが単なる事25 

実上のとりまとめである可能性もあり，そうだとすれば客観的関連共同性
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も認められない。 

（被告Ｊらの主張） 

ア 平成１９年最判は判断を誤っている。弁護士に対する懲戒請求は，その

懲戒請求が虚偽の事実やねつ造証拠に基づいて行われたことにより，懲戒

権者が誤った判断をする現実的危険が生じた場合等にのみ，不法行為を構5 

成すると解すべきである。本件においては，原告らは，本件懲戒請求につ

き，綱紀委員会の調査を受けたにとどまるから，本件懲戒請求は不法行為

とならない。 

イ 本件声明は違法な朝鮮学校への公金支出を助長するとともに，北朝鮮の

利益を代弁する政治活動でもあるから，違法である。原告らは本件声明の10 

発出主体ではないが，弁護士会の会員として，本件声明に対し賛同を表明

することはもちろん，黙認放置すること自体，懲戒事由に当たる。また，

本件団体は突然テロを引き起こす恐れのある団体であり，同団体の代理人

を務めた原告らも，同団体と深い関係がある可能性があるから，テロに関

与している可能性がある。 15 

したがって，本件懲戒請求で挙げた懲戒事由は，いずれも事実上又は法

律上の根拠を欠くものではないから，最判１９年の判断枠組みにおいても，

不法行為とならない。 

ウ 原告らは，本件懲戒請求につき，綱紀委員会の調査を受けたにとどまる

から，その弁明の負担は平成２３年最判にいう受忍限度の範囲内であり，20 

本件懲戒請求は不法行為とならない。 

エ 弁護士会に対する懲戒請求は憲法１６条の請願に当たるから，これが不

法行為となるのは，実質的な損害が発生した場合に限られる。本件懲戒請

求は原告らに実質的な損害を生じさせておらず，不法行為は成立しない。 

⑵ 損害 25 

（原告らの主張） 
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ア 慰謝料 各原告につき連帯して５００万円（主位的請求），各原告につ

き懲戒請求毎に５０万円（予備的請求） 

９６０名もの面識のない者らにより明らかに不当な懲戒請求を受けたこ

とにより，原告らは強い恐怖を感じ，原告らや家族らに敵意を向ける可能

性がある者が多数存在することや，そのような人物が身近に現れても認識5 

できないことに不安を感じるなどして，平穏な生活が侵害されるとともに，

弁護士としての業務を妨害された。その他にも，多数人から懲戒請求を受

けたことによる社会的評価の低下や，利益相反の確認作業，弁明書作成の

負担といった損害が生じた。 

また，本件懲戒請求は，原告らの人種差別の根絶を目指す活動を理由に10 

行われたものであり，マイノリティの支援者に攻撃を加えることにより支

援活動を委縮させ，もってマイノリティに対する人種差別を維持し固定化

する目的で行われたものであるから，人種差別目的で行われたというべき

であり，人種差別撤廃条約の趣旨に照らして，慰謝料の増額理由とされる

べきである。 15 

したがって，被告らの不法行為により各原告が被った精神的苦痛を慰謝

するのに相当な額は，５００万円を下らない。 

本件懲戒請求が共同不法行為とならない場合，個別の懲戒請求が人種差

別目的で行われたことを踏まえれば，各懲戒請求により被った精神的苦痛

を慰謝するのに相当な額は，それぞれ５０万円を下らない。 20 

イ 弁護士費用 連帯して５０万円（主位的請求），各人５万円（予備的請

求） 

（被告Ｄらの主張） 

ア 本件懲戒請求により，原告らの社会的評価が低下したとはいえない。原

告らの作成した弁明書は極めて簡単な内容であり，その作成の負担は軽い。25 

原告らは利益相反の確認作業の負担をいうが，具体性を欠く。本件懲戒請
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求の懲戒事由は，実際に懲戒されるかもしれないという不安が生じる余地

すらない内容であり，人種差別的意図を有するものでもないから，本件懲

戒請求により原告らが精神的苦痛を受けたとしても，強いものではない。 

イ 本件懲戒請求と人種差別とは無関係である。本件懲戒請求において，被

告Ｄらは，朝鮮学校や本件団体につき原告らと異なる政治的見解を表明し5 

たにすぎない。 

ウ 本件懲戒請求は，「懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認

めるとき」に該当し，札幌弁護士会の会規上，弁明書の提出を求めないこ

とができる場合に当たる。また，札幌弁護士会所属弁護士全員に対してな

された大量懲戒請求につき，懲戒請求として扱わず，意見として処理した10 

例もある。したがって，仮に原告らが弁明書の提出等により精神的な損害

を受けたとしても，それは札幌弁護士会が本件懲戒請求を懲戒請求として

扱い，弁明書の提出を求めたことによるものであり，本件懲戒請求とは因

果関係がない。 

（被告Ｊらの主張） 15 

ア 原告らは，本件懲戒請求が人種差別目的であることが慰謝料増額理由に

なると主張する。しかし，本件ブログが排外的な主張を掲載していたとし

ても，被告Ｊら及び選定者らは，本件ブログの主張とは関係がなく，単な

る閲覧者であるし，原告らは人種差別につき何ら具体的な例を示しておら

ず，立証がされていない。 20 

イ 仮に本件懲戒請求により原告らに損害が生じたとしても，それは札幌弁

護士会が必要もないのに原告らに弁明を求めたことによるものであり，本

件懲戒請求とは因果関係がない。 

第３ 争点に対する判断 

１ 認定事実 25 

   後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 
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⑴ 本件声明は，文部科学大臣が，平成２８年３月２９日に朝鮮学校をその区

域内に有する２８都道府県知事宛てに，朝鮮学校の運営に係る特性を考慮し

た上，補助金の公益性，教育振興上の効果等に関する十分な検討と補助金の

趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保を要請する「朝鮮学校

に係る補助金交付に関する留意点について（通知）」（以下「本件大臣通5 

知」）を発出したことを受け，同通知には，憲法，教育基本法，国際人権

（自由権・社会権）規約，人種差別撤廃条約，子どもの権利条約との関係に

おいて問題があることなどを指摘した上で，政府に対し，同通知の撤回を求

めるとともに，地方公共団体に対して，朝鮮学校への補助金の支出について，

憲法上の権利に配慮した運用を行うことを求めるものであった（甲１）。 10 

⑵ 原告らが，平成２９年９月２５日，本件団体の代理人として，ツイッター

ジャパン社に対して送付した内容証明郵便の内容は，ツイッターアカウント

のロック解除，担当者及び責任者の氏名開示，ガイドライン開示を求めるも

ので，その文面に特段，不適切な表現は使用されていない（甲５）。 

⑶ 被告らは，本件懲戒請求に先立ち，懲戒事由の事実上又は法律上の根拠に15 

ついて，特段の調査を行わなかった（弁論の全趣旨）。 

⑷ 原告らは札幌弁護士会綱紀委員会から「弁明書における事実の認否は，

『否認する』という紋切り型のものではなく，事情を含めてお書きください。

紋切り型の認否をされた場合，再度の弁明をお願いすることもあります。」

などと記載された書面で弁明書提出を求められ（甲１０，弁論の全趣旨），20 

原告らは，同年４月１７日付けまたは同月２３日付けで，それぞれ，３～４

ページの弁明書を提出した（甲１１～１３）。 

⑸ 原告らは，相応の時間を費やして，上記⑷の弁明書を作成した（甲３６～

３８）。 

２ 争点に対する判断 25 

⑴ 本件懲戒請求は被告らの共同不法行為に当たるか 
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ア 弁護士法５８条１項は，「何人も，弁護士又は弁護士法人について懲戒

の事由があると思料するときは，その事由の説明を添えて，その弁護士又

は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができ

る。」と規定するところ，同項に基づく請求が事実上又は法律上の根拠を

欠く場合において，請求者が，そのことを知りながら又は通常人であれば5 

普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに，あえて懲戒を請求

するなど，懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと

認められるときには，違法な懲戒請求として不法行為を構成する（平成１

９年最判）。 

この点，被告Ｄらは，平成１９年最判が平成２３年最判によって実質的10 

に変更されたため，本件懲戒請求が不法行為に当たるかは，平成２３年最

判が示した基準に従って判断すべきであると主張し，被告Ｊらも，平成２

３年最判を前提とした主張をする。しかし，平成２３年最判は，弁護士に

対する懲戒請求そのものではなく，第三者に対し弁護士に対する懲戒請求

を呼び掛けたことについての不法行為責任が問われた事案において，弁護15 

士の受けた精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえ

ない旨判示したものであり，その判示内容をみても，平成１９年最判の判

旨と相反するものではないことが明らかである。したがって，被告らの上

記主張はいずれも採用できない。 

イ 前提事実⑸によれば，被告らは，原告らが本件声明について賛同，容認20 

し，その活動を推進したこと（懲戒事由①）及び国際テロリストとして告

発されている弁護士とともに本件団体の代理人としてツイッタージャパン

社に対し内容証明郵便を送付したこと（懲戒事由②）が，弁護士としての

品位を失うべき行為（弁護士法５６条１項）に当たるとして，本件懲戒請

求をしたものと解されるから，以下，これらの懲戒事由につき検討する。 25 

 懲戒事由①について 
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本件声明は，文部科学省が，朝鮮学校が所在する地方公共団体に対し，

朝鮮学校への補助金交付について十分検討し，適正かつ透明性のある執

行を確保するよう要請した本件大臣通知を発出したことについて，法的

な観点から問題点を指摘し，政府に対し，本件通知の撤回を求めるとと

もに，地方公共団体に対し，憲法等の趣旨を踏まえて適正な補助金交付5 

がなされるよう求めるものであるところ，その内容に照らすと，原告ら

がこれに賛同，容認し，その活動を推進する行為をしたとしても，その

ことが弁護士としての品位を失うべき行為に当たると解する余地はなく，

本件懲戒請求は，懲戒事由①について事実上又は法律上の根拠を欠くこ

とは明らかである。 10 

 懲戒事由②について 

懲戒事由②について，原告らが，本件団体の代理人としてツイッター

ジャパン社に対しアカウントのロック解除等を求めたという点は，弁護

士としての通常の業務の範囲内の行為であり，その文面も特段，不適切

な表現は使用されていないから，弁護士としての品位を失うべき行為に15 

当たらない。 

また，「Ｃ．Ｒ．Ａ．Ｃ．のツイッタージャパンに対する通知書代理

人については国際テロリストとして告発されている弁護士が含まれてお

り」という点については，告発の内容や人物の特定すらされていない上，

仮に原告らが何らかの罪で告発されている人物とともに代理人を務めた20 

としても，それだけで弁護士としての品位を失うべき行為に当たるとは

いえない。 

そして，上記内容証明郵便の送付がテロ等準備罪に該当しないことも，

一見して明らかである。 

以上より，本件懲戒請求は，懲戒事由②についても事実上又は法律上25 

の根拠を欠くことが明らかである。 
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 そして，被告らは，本件懲戒請求に先立ち懲戒事由の事実上又は法律

上の根拠につき特段の調査を行っておらず，被告らがいずれも法律的な

専門知識を有していないことを踏まえても，本件懲戒請求をするに際し，

その懲戒請求に事実上又は法律上の根拠がないことについてやむを得な

い誤解に陥っていたような事情は認められない。 5 

したがって，被告らは，本件懲戒請求が法律上の根拠を欠くことを知

り又は通常人の普通の注意を払えば知り得たにもかかわらず，本件懲戒

請求をしたと認められる。 

 以上によれば，本件懲戒請求は，弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし

相当性を欠くと認められ，違法な懲戒請求として不法行為を構成する。 10 

ウ 共同不法行為の成否 

前記認定事実によれば，本件懲戒請求は，本件ブログ運営者の提供した，

同一の内容の懲戒事由等が記載された本件懲戒請求書書式を用いて作成さ

れた本件各懲戒請求書が，本件ブログ運営者の指定した郵送先に集められ

た上で，一括して札幌弁護士会に送付して行われており，客観的に見て１15 

個の不法行為であると評価できる。したがって，本件懲戒請求中の各懲戒

請求は客観的に関連し共同して原告らに損害を加えたものであると認めら

れ,共同不法行為を構成する。 

⑵ 損害 

ア 慰謝料 各３０万円 20 

証拠（甲３６～３８）によれば，原告らは，同時期に９６０名もの多数

人から本件懲戒請求を受け，その内容も原告らの行為が確信的犯罪行為で

あるとか，テロ等準備罪に抵触する可能性があるなどと指摘するものであ

ることに鑑みると，本件懲戒請求により，原告らが不安感を覚え，相応の

心理的負担を被ったことは容易に認められる。また，原告らに，本件懲戒25 

請求に対する弁明書の作成や，利益相反の確認作業等，本件懲戒請求に対
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する対応にある程度の負担が生じたことも認められる。 

しかし，他方で，本件懲戒請求の内容に照らすと，原告らが実際に懲戒

を受けるおそれを感じていたとは考えにくく，また，原告らの平穏な生活

が具体的に侵害されたことを認めることもできない。また，弁護士懲戒制

度の趣旨目的を勘案すれば，原告らの本件懲戒請求に対する対応は必ずし5 

も過大な負担であるともいえない。 

これらの事情を総合考慮すれば，本件懲戒請求により原告らに生じた精

神的苦痛に対する慰謝料の額は，各３０万円と認めるのが相当である。 

この点，原告らは，本件懲戒請求は，原告らの人種差別の根絶を目指す

活動を委縮させるなど人種差別目的で行われたものであり，この点を慰謝10 

料額の算定にあたり考慮すべきである旨主張するが，原告らは弁護士であ

り，本件懲戒請求によって原告らの上記活動が具体的に委縮させられた事

情は認めがたいから，仮に原告らが主張する事情がその背景にあるとして

も，上記慰謝料額をさらに増額するまでの事情とはいえない。 

なお，札幌弁護士会が本件懲戒請求を懲戒請求として扱わないことがで15 

き，弁明書の提出を求めないことができたとしても，札幌弁護士会にはそ

のように扱う義務はなく，本件懲戒請求の実際の取り扱いも通常予想され

る範囲内であるといえるから，本件懲戒請求と原告らの損害の間の相当因

果関係を否定する事情とはならない。 

イ 弁護士費用 各３万円 20 

本件事案の内容，認容額その他本件に現れた一切の事情を考慮すると，

被告らによる不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，各３万円と認

めるのが相当である。 

第４ 結論 

以上によれば，原告らの各請求は，主位的請求につき，不法行為に基づき，連25 

帯して各３３万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成３０年３月２２
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日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

限度で理由があるから，その限度で認容し，その余はいずれも理由がないからこ

れを棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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